
令和７年度福岡市社会福祉施設整備費等補助対象施設選定委員会の 

結果について 

 

１. 法 人 名  

社会福祉法人 しいのみ学園 

 

２. 申込み内容 

児童発達支援センターの改築 

【施設概要】 

住  所：福岡市南区井尻１丁目３７番１２号 

構 造 等：鉄筋コンクリート造２階建 

 

３．審査について 

法人からの児童発達支援センターの整備に係る申込み内容について、福岡市社会福祉施

設整備費等補助対象施設選定委員会（委員４名）の意見を受け、適否を決定する。 

委員会日時：令和８年１月１５日（木）１６時  

 

４．審査基準 

審査にあたっては、下記の審査項目を主な審査基準とし、審査資料、法人のプレゼンテ

ーション、質疑応答の内容に基づき委員にて採点を行い、各委員の平均点数を基に、適否

を決定する。 

【審査基準】 

①運営法人（概要、事業実績）、②施設整備（建物概要）、 

③運営計画（基本的な考え方、療育・クラス編成など）、④職員（配置、研修）、 

⑤財務状況、資金計画（決算など） 

 

５．審査結果 

採点の結果、平均点数が７７点となり、６０点以上であったため、補助対象施設として

適切であると決定した。 


